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◆　その他状態に応じて発生する加算内容
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【特別養護老人ホーム　小樽はる】

個別機能訓練加算Ⅰ 12単位／日 機能訓練指導員の職務に従事する職員を1名以上配置し、入居者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき計画的に機能訓練を行っている場合に算定。

個別機能訓練加算Ⅱ 20単位／月 個別機能訓練Ⅰを算定している入居者について、個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施を行っている場合に算定できる加算。

栄養マネジメント強化加算 11単位／日 栄養ケア計画を立案し、家族の了解を得て開始いたします。

日常生活継続支援加算 36単位／日 介護福祉士の配置率、及び認知症生活自立度の割合が一定基準を満たしている場合に算定できる加算。

看護体制加算Ⅰ 4単位／日 基準値以上の看護師の配置を行っている場合に算定できる加算。

看護体制加算Ⅱ 8単位／日 基準値以上の看護師の配置かつ医療機関との24時間連絡体制を確保している場合に算定できる加算。

夜勤職員配置加算Ⅰ2 13単位／日 基準値以上の夜勤介護職員の配置を行っている場合に算定できる加算。

経口維持加算Ⅰ 400単位／月 摂食機能障害を有し水飲みテスト、頸部聴診法等により誤嚥が認められる際に、継続して経口による食事摂取を進めるための特別な管理を行った場合の加算。

経口維持加算Ⅱ 100単位／月 協力歯科医療機関を定め、(Ⅰ)で行う食事の観察及び会議等に、医師、歯科医師、歯科衛生士のいずれかが加わった場合、(Ⅰ)に加えて1月につき算定する加算。

褥瘡マネジメント加算Ⅱ 13単位／月 褥瘡発生の危険性に対して、多職種による共有を基に計画書を作成し褥瘡予防の取り組みを実施した場合に算定。

科学的介護推進体制加算Ⅱ 50単位／月 全入居者様の状態などを厚生労働省へ提出し、フィードバックを受け、計画書へ反映させ、事業所のケアの向上をするための評価。

介護職員処遇改善加算 8.3% 介護保険単位の総合計の8.3％が加算となります。

介護職員特定処遇改善加算Ⅰ 2.7% 介護保険単位の総合計の2.7％が加算となります。

介護職員等ベースアップ等支援加算 1.6% 介護保険単位の総合計の1.6％が加算となります。

20単位／月

初期加算 30単位／日（30日限度）

外泊時加算 246単位／日

療養食加算 6単位（1回につき6単位／1日3回を限度）

配置医師緊急時対応加算Ⅱ 1300単位…深夜(22時～6時)　医師が対応した時間

⑫ 看取り介護加算Ⅱ

72単位／日　…　死亡日以前31日以上45日以下について1日につき算定

144単位／日　…　死亡日以前4日以上30日いかについて1日につき算定　

780単位／日　…　死亡日前日及び前々日について1日につき算定

1,580単位／日　…　死亡時について1日につき算定

自立支援促進加算 300単位／月 寝たきりなどを防ぐために医療機関との連携を図り、自立支援・重度化防止の為に適切な取り組みに対する評価。

配置医師緊急時対応加算Ⅰ 650単位…早朝（6時～8時）・夜間(18時～22時)　医師が対応した時間

褥瘡マネジメント加算Ⅰ 3単位／月

口腔衛生管理加算Ⅱ 110単位／月

安全対策体制加算 20単位／（入居時に1回算定）

排せつ支援加算Ⅰ 10単位／月

排せつ支援加算Ⅱ 15単位／月

排せつ支援加算Ⅲ



◆　高額介護サービス費

・お住まいの自治体に申請すると発行してもらうことができます。

◆　介護保険付負担限度額

・お住まいの自治体に申請すると発行してもらうことができます。施設に入居している方には、毎年申請書類が送付されてきます。
・介護保険サービスは1～3割負担ですが、介護保険施設やショートステイの利用時は、食費や居住費は全額が自己負担額です。

・介護保険のサービスを利用した月の利用者負担合計額（同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合計額）が一定の
額を超えたときにあとから支給（払い戻し）される制度です。

・介護保険負担限度額認定制度とは、要件を満たすことで介護保険施設を利用する際の居住費及び食費を軽減することの
できる制度のことです。介護保険負担限度額認定証は、この制度の対象者のみに交付されます。

・介護保険負担限度額認定制度を利用することで、全額自己負担額の食費や居住費を、要件を満たす人には上限額が設定
され、一定額を軽減することができます。


